 「燃やすごみ」の受け入れについて 
コミュニティ活動推進月間にあわせて、下記のとおり井原家庭ごみセンターを臨時開場し、「燃やすごみ」の受け入れを行いますので、有効にご活用ください。


 搬入受付 
日　　時　：　令和８年５月１７日（日）、６月７日（日）
　　　　　　　※臨時開場は上記２回のみとなります。ご注意ください。
８時３０分～１２時（時間厳守でお願いします。）
搬入場所　：井原家庭ごみセンター（井原市大江町1336番地2）

 搬入できるもの 
「クリーンキャンペーン」で発生した　草、雑木、小枝、可燃ごみ　等
【注意】
・「草・雑木」については、
○除草した草丈は１ｍ以内として下さい。
○雑木類は、太さ１５cm×長さ１ｍ以内で、枝払いを行い雑木類同士が絡まないようにして下さい。
○雑木類の直径が１５cmを超える物は、長さを５０cm以下に切断して搬入して下さい。

・｢木材｣は、
○板状・棒状であれば、幅１ｍ以内、厚さ１５ｃｍ以内、長さ２ｍ以内にして下さい。
○大きい木材は幅・厚さ・長さが５０ｃｍ以内の大きさにして下さい。
○輸送車への積載の際には、上記の種類ごとに分別を行い、種類ごとに積載方向を揃えていただくなど、荷下ろしがしやすいようにしてください。
〇上記の寸法等に合わないものは持ち帰っていただきます。
注意とお願い


　　
◎今年度から、搬入先が「井原家庭ごみセンター」に変更となっております。
◎当日は、クリーンキャンペーンで出た可燃ごみのみの受け入れとなります。
◎幌やシートをかけるなど、積荷の飛散防止対策を行い、搬入道路へ草木が
散乱しないようにして下さい。
◎車を借上げて使用する場合は、操作方法を熟知され、荷台での手・指の挟み込み等が無く安全に作業が出来るよう十分に注意して下さい。
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